
ア　公印の保管に関すること。
イ　文書の収受、発送及び保存に関すること。
ウ　例規の改廃に関すること。
エ　人事及び組織に関すること。
オ　予算及び経理に関すること。
カ　福利及び厚生に関すること。
キ　消防団に関すること。
ク　公有財産の管理保全に関すること。
ケ　公務災害補償に関すること。
コ　表彰に関すること。
サ　消防統計及び広報に関すること。
シ　消防施設の整備に関すること。
ス　消防職員委員会に関すること。
セ　部隊指揮支援及び運用に関すること。
ソ　消防職員及び消防団員の教養訓練に関すること。
タ　消防相互応援協定に関すること。
チ　消防関係団体の育成に関すること。
ツ　消防水利の整備に関すること。
テ　開発及び建築等の事前指導に関すること。

ア　火災予防に関すること。
イ　防火対象物の査察指導に関すること。
ウ　建築物の同意に関すること。
エ　消防用設備等の検査に関すること。
オ　火災の原因及び損害調査に関すること。
カ　防火関係団体の育成指導に関すること。
キ　危険物の規制に関すること。
ク　危険物製造所等の許認可に関すること。
ケ　危険物製造所等の査察、指導に関すること。
コ　危険物の取扱い指導に関すること。
サ　液化石油ガス等の指導に関すること。
シ　危険物関係団体の育成指導に関すること。
ス　火薬類（煙火に限る。）の消費許可等に関すること。
セ　消防防災に関すること。
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ト　小牧市ほか３市２一部事務組合消防通信指令事務協議
　　会に関すること。
ナ　その他の課に属さないこと。



ア　災害の警戒及び防御に関すること。
イ　部隊指揮及び諸情報の収集に関すること。
ウ　消防水利の管理保全に関すること。
エ　消防対象物の査察指導に関すること。
オ　自衛消防組織及び防災関係団体等の指導及び

　育成に関すること。
カ　消防相互応援の実施に関すること。
キ　火災の予防に関すること。
ク　火災の原因及び損害調査に関すること。
ケ　救急業務に関すること。
コ　応急救護の指導に関すること。
サ　救急医療情報に関すること。
シ　救助業務に関すること。
ス　消防燃料に関すること。
セ　消防等機械器具の管理保全に関すること。
ソ　通信施設の管理保全に関すること。　
タ　受付通信業務に関すること。　
チ　防災行政無線の運用に関すること。　
ツ　火災警報の発令及び解除に関すること。　
テ　消防統計に関すること。　
ト　署内の庶務に関すること。
ナ　その他警防に関すること。

ア　災害の警戒及び防ぎょに関すること。
イ　消防水利の調査点検に関すること。
ウ　消防対象物の査察指導に関すること。
エ　自衛消防組織及び防災関係団体等の指導及び

　育成に関すること。
オ　消防相互応援の実施に関すること。
カ　火災の予防に関すること。
キ　火災の原因及び損害調査に関すること。
ク　救急業務に関すること。
ケ　応急救護の指導に関すること。
コ　消防等機械器具の点検整備に関すること。
サ　その他警防に関すること。
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